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重大事態の調査の
主体を判断

重大事態の発生（法：第28条）

・生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑い

・相当の期間学校を欠席することを余儀なくされて

いる疑い

※児童や保護者からいじめれて重大事態に至ったと

いう申し立てがあったとき

保護者

申し立て

調査委員会の設置

・事実関係を明確にするための調査を実施

・いじめを受けた児童及び保護者に対して情報を適

切に提供

・調査結果を学校法人に報告

※調査結果を踏まえた必要な措置
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学校が主体

私学部
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